
産業廃棄物最終処理 (管理型)施設維持管理計画書

項  目 維 持 ・ 管 理 の 内 容

[産業廃棄物の

搬入 (受入)

処分方法]

1.産業廃棄物受付方法・搬入者等。

1)排出者 (委託契約業者)・ 産業廃棄物収集運搬業者 (委託契約業者)の車輌によ

る搬しヽ 。
2)自 社産業廃棄物収集運搬車輛による搬入。

3)施設入日 (管理棟)で受付をする。

2.受付場所での産業廃棄物の確認・計量・管理記録票等。

1)受入産業廃棄物が、当該施設で処理できる品目の確認、及び当該施設の処理能力

に見合った量の確認、日視等の結果、当該施設で処理できない廃棄物及び有害廃

棄物 (物質)が混入・付着しているのが判明した場合は、受付を拒否する。

2)受入の際に、産業廃棄物の発生場所 。内容物・量等を確認できる書面 (マニフェ

スト伝票)を提出させる。

3)管理記録伝票 (マ ニフェスト)記載と搬入産業廃棄物の相違を確認。

4)ト ラック0ス ケールによる計量。

5)維持管理記録簿へ記載 91紙添付)。

3.産業廃棄物処理 (投入)方法
1)搬入車輛を誘導 (積み替え・保管等は行わない)。

2)廃棄物を投入前に当該施設で処理できる品目の再確認 (車上を目視等による再確

認を行う)。 当該施設で処理できない廃棄物及び有害物質が混入 。付着している

のが判明した場合は、処理の拒否をする。

3)搬入車輛より直接投下。

4.産業廃棄物受入時間及び作業時間 (営業時間)

午前 8時 か ら 午後 5時 ま で

第 1条第 2項
第 1号 関係
[産業廃棄物の

飛散・流出]

1.処 理 施 設

1)管理方法 :既設の囲い設備により、処理施設以外への産業廃棄物の飛散等を防止、

既存堰堤設備により、産業廃棄物の流出等を防止する。
1埋め立て処分時に飛散しやすい物がある場合は、埋す作業終了後速や

かに、覆± 0転圧・締固め等を行う。
:地震 0台風時には特に気を付けて巡回を行う。
:飛散物が有る場合、即、飛散物の回収その他の生活環境の保全上必要
な措置を講じ、柵・堰堤等の点検をし、再発を防止する。

:流出物が有る場合、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物
を回収、その他の生活環境の保全上必要な措置を講 じ、流出防止用の

堰堤等の点検をし、再発を防止する。
2)点検内容 :処理施設内外全般。
3)点検方法 :当社職員等による監視・巡視により確認。
4)点検頻度 :2回以上/日 (朝・夕 2回、休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 OJ紙添付)に記載・保管。
2.搬出入路
1)管理方法 :搬出入路に産業廃棄物の飛散・流出物が有る場合、即、飛散・流出物

の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずる。
:産業廃棄物収集運搬車輛運転手等に荷台にかけるシート等の維持・管
理等の注意を促し、再発等を防止する。

2)点検内容 :搬出入路全般
3)点検方法 :当社職員による、監視・巡視により確認。
4)点検頻度 :1回以上/日 (休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 0」紙添付)に記載する。
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項  目 維 持 管 理 の 内 容

第 1条第 2項
第 2号 関係
[悪   臭 ]

◎ 薬剤 (消臭剤 (脱臭クリーン液 :東洋クリーン化学欄製)))は随時管理事務所
に設置 しておく。

1)管理方法 :悪臭の発生防 LLに努め、施設内外を清潔に維持する。
:悪臭を確認した場合は、即、薬剤 (消臭剤)散布 。必要に応じて覆土
等適正な処置を行う。

:悪臭の発生原因等を調査 0確認を行い、再発等を防止する。
2)点検内容 :産業廃棄物最終処分場、浸出水貯留施設、処理施設浸出水処理施設周

辺の点検。
:搬入時に搬入車輛等の悪臭を点検。

3)点検方法 :当社職員による監視・巡回により悪臭を確認。
4)点検頻度 :1回以上/日 (休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。
6)そ の 他 :薬剤 (消臭剤)カ タログ添付

第 1条第 2項
第 3号 関係
[火災・消火

設備 ]

◎ 処分場管理棟内に消火器 2器を常備 (既設)する。
浸出水処理施設内に消火器 2器を常備 (既設)す る。

1)管理方法 :火災が発生しないように維持・管理を行う。
:火災の発生時には、消火器による消火をする。又、消火器による消火
が困難な時は、消化器による消火に務めながら、消防署に連絡をする.

:火災発生の原因等調査 し、再発を防止する。
:消火器は、随時使用できるように点検・整備する。
:品質保持期限等の確認をし、保持期限には即交換等を行う。

2)点検内容 :火 災 :処理施設内外全般。
消火器 :品質保持期限の確認、即使用可能状況の確認。

3)点検方法 :火 災 :当社職員等による監視・巡視により煙り等の点検。
:消火器 :当社職員等による消火器を随時使用できるように点検。

4)点検頻度 :火災発生 :1回以上/日 (休業日を除く)。
:消 火 器 :1回以上/週 (休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。
6)そ の 他 :消火器カタログ・写真添付

第 1条第 2項
第 4号 関係
[衛 生 害 虫 ]

◎ 殺虫剤 (ト ルネードフロアブル :デュポン腕製)を処分場管理棟内に常備する.

1)管理方法 :蚊 0はえ等の発生防_LLに努め、施設内外を清潔に維持する。
:衛生害虫発生 0確認時には、衛生害虫に適した薬剤 (防虫剤)を散布
覆土等をし、原因等を調査し、再発を防止する。

:鼠・野大・野鳥等の餌になる様な物は、即時覆土等を行い、鼠 。野大
野鳥等が来ないようにする。又、野大等の侵入には、柵により侵入防
止をし、原因等を調査 し、再発を防止する。

2)点検内容 :産業廃棄物最終処分場、浸出水貯留池、処理施設浸出水処理施設等の
監視巡回。

3)点検方法 :当社職員等による監視・巡視により確認.

4)点検頻度 :1回以_ヒ/日 (体業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載 0保管。
6)そ の 他 :殺虫剤カタログ添付
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項  目 維 持 管 理 の 内 容

第 1条第 2項
第 5号 関係

第 2条第 2項
第 1号イ関係
第 2号イ関係

[第三者立入

禁止設備]

◎ 産業廃棄物最終処理場周辺に既設の侵入防_LL柵 (有刺鉄線付)。 立入禁止看板が
あり、関係者以外の立ち入りを防止 している。

◎ 産業廃棄物最終処理場入口に既設の間扉 (鋼鉄製・鍵付)があり、関係者以外の
立ち入りを防 [Lし ている。又、鍵は、経営管理者 (取締役)が持ち、開閉を行う

.

1)管理方法 :門扉は、既設の施設をそのまま閉鎖まで使用、移動等はしない。
:強風・地震・台風・積雪時等には特に気を付けて巡回を行う。
:門扉傾斜時・崩壊時には、即、立て替えを行い、再発を防ぎ、維持・
管理を徹底する。

2)点検内容 :門扉の開閉状況・錠の有無・柵 0立入禁止看板の崩壊等.

3)点検方法 :当社職_員等による監視・巡視により確認。
4)点検頻度 :1回以上/日 (休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

第 1条第 2項

第 6号 関係
[表示 (立札)

設備]

◎ 産業廃棄物最終処理場入日に産業廃棄物最終処理場の表示 (看板)を設置する。
1)管理方法 :入日部分に設置をし、移動等はしない。

:看板の記載事項に変更等が生じた場合は、速やかに、記載内容を書き
換える。

1強風 0地震・台風・積雪時等には特に気を付けて巡回を行う。
:標示板傾斜時 0崩壊時には、即、立て替えを行い、再発を防ぐ。

2)点検内容 :標示板等の傾き・崩壊 0遮蔽物の除去等。
3)点検方法 :当社職員等による監視 0巡視により確認。
4)点検頻度 11回以上/日 (休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 GJ紙添付)に記載 0保管。
6)そ の 他 :様式別紙添付及び写真添付。

第 1条第 2項
第 7号 関係
[貯留構造物
(堰堤)設備]

◎ 既設堰堤を維持・管理する
1)管理方法 :地震時、台風時には特に気を付けて巡回を行う。

:堰堤が崩壊 (損壊・破損)す るおそれがあると認められた時には、産
業廃棄物の受入れを中止、写真撮影等を行い、即、必要な措置 (応急
措置)を講 じ、関係官庁へ報告をし、指導等を仰 ぐ。

:堰堤崩壊時には、写真撮影等を行い、飛散流出物の有無を確認、飛散
・流出物がある場合、即、飛散流出物を回収、堰堤崩壊部分を修理し

再発を防止すると同時に関係官庁へ報告をし、指導等を仰ぐ。
2)点検内容 :堰堤等の傾き・崩壊、雨水等排出施設等
3)点検方法 :当社職_員等による監視・巡視(沈下等の有無は水準測量等を行う)確認c

4)点検頻度 :1回以上/日 (休業日を除く)。

堰堤の沈下等の有無確認=2回以上/年
5)記  録 :管理記録簿 σJ紙添付)に記載・保管。

第 1条第 2項
第 8号 関係
第 9号 関係

[遮 水 設 備]

◎ 既存の遮水設備を維持・管理する。
1)管理方法 :産業廃棄物投入時には作業員が付き添い等をし、弛み 。損傷 (亀裂)

等に細心の注意を払い作業を行なう、又、遮水設備周辺での産業廃棄
物投入時には畳み等で遮水設備を保護し投入する。

1地震時、台風時には特に気を付けて巡回を行う。
1弛み・損傷 (亀裂)時には写真撮影等を行い、即、損傷 (亀裂)部分
を補修し、再発を防_ll_す ると同時に関係官庁へ報告をし、指導等を仰
ぐ。

2)点検内容 :損傷 (亀裂・弛み)等
3)点検方法 :当社職_員等による監視 0巡視により確認。

:地下水観測井戸等の水質検査結果により、遮水設備の点検。
4)点検頻度 :1回以上/日 (休業日を除く)。
5)記  録 :管理記録簿 01紙添付)に記載・保管。
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項  目 維 持 管 理 の 内 容

第 1条第 2項
第10号イ関係

第10号 口関係
第10号ハ関係
第10号二関係

第11号 関係

第 2条第 2項
第 2号ハ働関孫

第 2号二関係

[地下水観測

搬 ]

◎ 既存の地下水観測施設を維持・管理する。
1.地下水観測施設
1)管理方法 :浮遊ゴミ・土砂等の侵入防iL蓄等の維持、蓋等の崩壊時には、崩壊部

分を直し再発を防止する。又、地震時には損傷・水位等を確認する。
2)点検内容 :観測井戸への土砂等の侵入等を防ぐ蓋等の確認
3)点検方法 :当社職員等による監視・巡視により確認。
4)点検頻度 :1回以上/日 (休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 OJ紙添付)に記載・保管。
2.地下水質検査
1)検査項目:水質検査記録簿 (別紙添付)記載事項。
2)検査頻度 :全     項     目=1回/年。 (委託)

:電気伝導率・塩化物イオン濃度=1回/月。 (委託)

3)検査方法 :室蘭市・ ノーステクノリサーチ帥に委託。
4)検査記録 :水質管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。
5)水質測定結果異常時の措置 :月 1回行う、電気伝導率・塩化物イオン濃度が、前

月より濃度等が高い場合には、速やかに地下水全項目を測定する。
こ水質 (全項目)測定結果、環境基準を超過した場合は、一時閉鎖を行
い、胆振支庁環境生活課へ連絡すると同時に、原因究明に努め、胆振
支庁環境生活課の指導を仰ぐ。

第 1条第 2項
第12号 関係

第 1条第 2項
第15号 関係
[雨水処理

設備]

◎ 既存の雨水処理施設を維持・管理する。
1)管理方法 :雨水側溝の通水状況を把握。

:地震時、台風 (降雨)時には特に気を付けて巡回を行う。
:雨水側溝の通水状況が悪い場合は、堆積土砂等を取り除 く。

2)点検内容 :雨水側溝の通水状況を把握。
3)点検方法 :当社職員等による監視・巡視により、土砂等の堆積物の有無を確認。
4)点検頻度 :1回以上/日 (休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 GU紙添付)に記載・保管。

第 1条第 2項
第13号 関係
[調整池施設 ]

◎ 既存の調整池施設を維持・管理する。
1)管理方法 :浮遊塵芥・土砂等の侵入防止・水位等を管理、浮遊塵芥及び土砂等の

侵入・堆積時には、堆積土砂・浮遊塵芥の除去。
:地震時、台風 (降雨)時には水位等を確認、漏水には特に気を付けて

監視・巡回を行う。
:調整池が崩壊 (損壊・損傷)す るおそれがあると認められた時には、
浸出液の導入を中lLし 、写真撮影等を行い、即、応急措置等必要な措
置を講じ、関係官庁へ報告をし、指導等を仰ぐ。

:調整池崩壊 (損壊・損傷)時には、写真撮影等を行い、浸出液の導入
を中l「 し、調整池崩壊 (損壊・損傷)部分を修理し再発を防止すると
同時に関係官庁へ報告をし、指導等を仰ぐ。

2)点検内容 :崩壊・遮水シート等の損傷 (亀裂)等の確認。
3)点検方法 :当社職員等による監視 0巡視により確認。
4)点検頻度 :1回以上/日 (休業日を除く)。

5)記  録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。
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第 1条第 2項
第14号 関係
[浸出液処理

施設 ]

第 1条第 2項
第16号 関係
[通気装置
(ガス発生)]

○浸出液処理施設
1)管理方法

2)点検内容

3)点妨 法

4)点検頻度

5)記  録
○放流水

1)管理方法
2)点検内容
3)移理郭頃目
4)検査頻度

5)検査方法
6)検査項目
7)楼識

維 持 。 管 理 の 内 容

随時管理方法 :放流水の水質が排水基準に適合するように、浸出液処
理施設 (機械・薬品類〉の正常稼働を維持管理する。
(計器設備の作動状況の把握)。

冬季期間管理方法 :建築物 (浸出液処理施設全体を建築物で覆 う事で

風・雨水・凍結・積雪から浸出液処理設備を守る)の
維持 。管理をする。

随時点検内容 :浸出液処理施設 (機械・薬品類)の正常稼働の確認。
冬季点検内容 :受水槽 (水中バ ノヽキユレーターポンプで水中を波立を

し、対流により凍結を防止)の正常稼働の確認。
配管の勾配、配管の保温筒・サーモ付ヒーター等の正常稼働の確認。
計測機器等の凍結防止保温ランプ等の点検。
当社職員等による監視 0巡視により確認.

メーカーによる定期点検。

処理場稼動中=自 社  (夏季期間)  =1回 以上/日 。
=自 社  (冬季期間〉  =2回 以上/日 。
=北英設備帥による定期点検=1回以上/月。

管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

放流水の水質が排水基準に適合するように維持管理する。
浸出液処理施設 (機械・薬品類)の正常稼働の確認。
検査項目 (別紙添付)記載。
全    項    目=1回 /年 (委託 )。

水素イオン濃度・生物化学的酸素要求量・化学的酸素要求量
0浮遊物質量・窒素含有量=1回/月 (委託 )。

室蘭市 0ノ ーステクノリサーチ佛に委託
水質検査記録簿 GJ紙添付)項目。
管理記録簿 GJ紙添付)に記載・保管。

土砂等による目詰まり・崩壊等に注意する。
品質保持期限の確認、即使用可能状況の確認。
廃ガス測定調査方法は、自社による測定 (手動による測定)等 (廃ガ
ス測定計器 :仕様書～別紙カタログ参照)。

処理場稼動中 (施設点検)=1回以上/日 (体業日を除く)。

処理場稼動中 (測定点検)=1回以上/月。
廃ガス測定調査項目は、C H4、 C02、 廃ガス量、廃ガス温度、廃
ガス湿度。

管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管.

置 :産業廃棄物の受入を一時中_止 し、原因究明に努め、それに見合っ
た措置を取る。

8)水質測定結果異常時の措置
:放流水の水質検査の結果、排水基準地を越えている場合は、処分場を
一時閉鎖 0放流を中止、関係官庁に報告すると同時に、原因究明に努
め、それに,見合った措置を取りながら更に関係官庁の指導を仰ぐ。

1)管理方法
2)点検内容
3)点検方法

4)点検頻度

5)点検項目

6)記  録
7)異常時の措

-7-
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項  目 維 持 管 理 の 内 容

第 1条第 2項
第17号 関係
第18号 関係

[開 口部閉鎖 ]

2)点検内容
3)点検方法
4)点検頻度
5)記  録

1)管理方法 開田部から産業廃棄物の飛散・流出、悪臭の発生、火災の発生、雨水

廃止届出提留覆「 需泉ぁ菖貫?鱈圭皐慮ポ軍覇理写 言冤段 樹木を

地盤の沈下等の確認.

樹木の育成。

再警2『な。

・覆土等の流出時には、芝生吹き付け、種子蒔き等必要な

地盤の沈下等の確認・樹木の育成状況等。
■ll盤の沈下等=自社による水準測量。
1回以上/月 。
管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

第 1条第 2項
第19号 関係
[維持管理

言鎌 ]

1.記 録 簿
1)産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 GJ紙添付)

2)水  質 検 査  記 録 簿 GJ紙添付)

3)産 業 廃 棄 物 積 荷 目 録 (管理票 (マニフェスト))
2.維持管理記録簿保管期間
1)施設の維持管理に関する点検・検査の記録簿は、当該最終処分場の廃止まで本社

において保管する。
2)水質検査記録簿は、当該最終処分場の廃止まで本社において保管する。
3)産業溌果物積荷目録 (管理票 (マニフェスト))は、月別・搬入者別・産業廃棄
物の種類ごとにし、パソコンにより本社で管理を行う。

3.維持管理記録簿・産業廃棄物積荷目録の縦覧場所・縦覧日時・縦覧対象者
1)縦覧場所 :本社において。
2)縦覧日時 :営業日・営業時間内 (午前 8時から午後 5時まで)。
3)維持管理記録簿 0産業廃棄物積荷目録の縦覧対象者 :縦覧希望者全員とする。

ダイオキシン類
関係

1)検査箇所 :地下水・放流水
2)検査頻度 :1回 /年 (委託)。

3)検査方法 :室蘭市・ノーステクノリサーチ線に委託
4)検査記録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載 0保管。
5)水質測定結果異常時の措置

:水質検査の結果、ダイオキシン類による汚染が認められた場合には、
関係官庁に報告をすると同時に、原因究明に努め、関係官庁の指導を
仰ぐ。又、それに_見合った生活環境の保全上必要な措置を取る。

そ  の  他 維持管理積立金
埋立処分の終了するまでの間、毎年度、
金として積み立てをいたします。

管理設備

管 理 棟 :1棟

知事が通知をする額の金額を維持管理積立

生活環境目標数値
1)大気 :大気汚染に係る環境基準以下を保持。
2)水質 :人の健康の保護に関する公共用水域及び地下水質の環境基準以下を保持

`3)騒音 :騒音に関する環境基準以下を保持。
4)振動 :特定工場等において発生する振動の規制基準以下を保持。

-8-
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項  目 維 持 。 管 理 の 内 容

大気 。騒音 。振動防止対策
1)大気汚染 :風向風力等を考慮し作業することにより、粉塵の対策をする。
2)水質汚濁 :水質汚濁物質を処理しない。

3)騒  音 :8時～17時の操業時間とし、それ以外の時間に操業をしない、風向

風力等を考慮して作業することにより、騒音の対策をする。

4)振  動 :8時～ 17時の操業時間とし、それ以外の時間に操業をしないことに

より、振動の対策をする。

景 観 等
一般国道 37号線 。高速道路 (道央道)よ り見えない位置にあり、景観等に与える

影響は少ないと思われる。

交通安全対策
◎産業廃棄物搬出入車輌に道路情報等を提供、安全運転を促す。

◎産業廃棄物収集運搬車輛運転手等に適性速度の厳守を促す。

緊 急 時 連 絡 体 制
北海道胆振支庁地域政策部

環境生活課廃棄物対策係

←雷0143-22-9131)

虻 田 町 生 活 環 境 課

G● 0142-76-2121)最 終 処 分 場

(作 業 所 )

で歯0142-76-1813

締重建能登組

本    社
霞B0142-74-3777

霧の鍵
０・．
伊
一

加
・２２
幌
２

札
・４

道
０

海
ω

ヒ〓
材

責任者

澁 木 勉
購 儲

澁 木  勉 北海道札幌方面伊達警察署虻田交番
←壁0142-76-2110)

| | 署
＞

防

９１

消

１
〈口。̈

組
６７

防

一

消

４２

振

１０
胆

笙

西

◎ 定期点検とは、代表取締役等経営責任者数名で1ケ月に一回以上行う検査を言う。

◎ 日常点検とは、取締役又は従業員等が作業開始前、作業中、作業完了時に行う点検を言う。
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第 2条第 3項
第 3号 関係
[堰   堤 ]

1.管理方法

2.点検内容
3.点検方法

4.点検頻度
5.記  録

◎薬剤 (消臭剤

1.管理方法

2.点検内容

3.点検方法
4.点雛
5.記  録
6.そ の 他

◎処分場管理棟内
浸出水処理施設
1.管理方法

2.点検内容

3.点検方法

4.点検頻度

◎殺虫剤 (ト ルネ
1.管理方法

2.点検内容

3.点検方法
4.点検漿責
5。  言己    金表
6.そ の 他

維持管理計画 (埋立処分終了後から廃止までの維持管理計画書 )

◎既設堰堤を廃止時まで維持・管理する
地震時、台風時には特に気を付けて巡回を行 う。

誓墾奪璧肇」得情、
°
路『ゑ婁暑落喜1だ彗二魯平壌皐むF醤繰響洋

堰堤崩壊時には、写真撮影等を行い、飛散流出物の有無を確認、飛

2回以上/月 (廃止時まで)。

管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

(鞣

暴危峯署

`準

基テ『

クリーン化学佛製))は廃止時まで、管理事

1悪臭の発散がない様、施設内外を清潔に維持・管理する。
悪臭を確認した場合は、即、薬剤 (消臭剤)散布等適正な処置を行

聾 動鱗霧葛「酪泉羅瀬|｀逸琉難駄腱羅
周辺の点検。
当社職員等により監視・巡回による悪臭を確認。
2回以上/月 (廃止時まで)。

管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。
薬剤 (消臭剤)カ タログ添付

録
他の

記

そ

５

６

に消火器 2器を廃止時まで常備する。
1内 に消火器 2器を廃止時まで常備する。
火災が発生しないように維持・管理を行う。
火災の発生時には、消火器による消火をする。又、消火器による消
火が困難な時は、消化器による消火に務めながら、消防署に連絡を
する。
火災発生の原因等調査 し、再発を防止する。
消火器は、随時使用できるように点検・整備する。
品質保持期限等の確認をし、保持期限には即交換等を行う。
火 災=処理施設内外全般。
消火器=品質保持期限の確認、即使用可能状況の確認。
火 災=当社職員等により監視・巡視による煙り等の点検。
消火器 =当社職員等により消火器を随時使用できるように点検。
火災発生=2回以_L/月 (魔止時まで)。

消 火 器=2回以上/月 (廃止時まで)。

管理記録簿 σ」紙添付)に記載・保管。
消火器カタログ・写真添付

―ドフロアブル :デュポン抑製)等を管理棟に常備する。
蚊 0は え等の発生防止に努め、施設内外を清潔に維持する。  ・

衛生害虫発生・確認時には、衛生害虫に適した薬剤 (防虫剤)を散
布、鼠・野犬・野鳥等の生息を確認した時は、鼠には殺鼠剤、野犬

蓬雉 漫城麓雰場「合言泉厚響危ヲ虚基泥嚢鷺言漿造墓晃装等
の監視巡回。
当社職_員等により監視・巡視による確認。
2回以上/月 (廃止時まで)。

管理記録簿 (別紙添付)に記載 0保管。
殺虫剤カタログ添付

第 1条第 3項
第 2号 関係
[悪臭発散防止

措置]

第 1条第 3項
第 3号 関係
[火災発生防止

措置]

第 1条第 3項
第4号 関係
[衛生害虫の発
生防止措置]
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維持管理計画 (埋立処分終了後から廃止までの維持管理計画書 )

第 1条第 3項
第 5号 関係

第 2条第 3項
第 2号口関係

[地下水水質]

◎既存の地下水観測施設を廃止時まで維持・管理する。
○地下水観測施設
1.管理方法

2.点検内容
3.点検方法
4.点検頻度
5.記  録

○地下水質検査
1.検査項目
2.検査頻度

浮遊ゴミ・土砂等の侵入防 :卜善等の維持、蓋等の崩壊時には、崩壊
部分を直し再発を防止する。又、地震時には損傷・水位等を確認す
る。
地下水等の水質が、基準に適合の有無確認.

地下水水質の数値の変動の有無確認。
排水処理施設の正常稼働調査。
観測井戸への土砂等の侵入等を防ぐ蓋等の確認。
当社職員等により監視・巡視による確認。
2回以上/月 (廃止時まで)。

管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

水質検査記録簿 (別紙添付)言己載事項。    
い

項    目=1回 /年
(水質基準等に適合し、水質が安定するまで行う)

電気伝導率 0塩化物イオン濃度=1回 /月
(水質基準等に適合し、水質が安定するまで行う)

全

第 1条第 3項
第 5号 関係

第 2条第 3項
第 2号口関係

[地下水水質]

第 1条第 3項
第 4号 関係
[衛生害虫の発
注防止措置 ]

2.点検内容
3.点検方法
4.点検頻度
5.記  録

○地下水質検査
1.検査項目
2.検査頻度

◎既存の地下水観測施設を廃止時まで維持・管理する。
○地下水観測施設
1.管理方法

３

４

５

検査方法
経 譲

浮遊ゴミ・土砂等の侵入防止蓋等の維持、蓋等の崩壊時には、崩壊
部分を直し再発を防止する。又、地震時には損傷・水位等を確認す
る。
地下水等の水質が、基準に適合の有無確認.

地下水水質の数値の変動の有無確認。
観測井戸への土砂等の侵入等を防ぐ蓋等の確認。
当社職_員等により監視・巡視による確認。
2回以上/月 (廃止時まで)。

管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管.

水質検査記録簿 (別紙添付)記載事項。
全     項     目=1回 /年
(水質基準等に適合 し、水質が安定するまで行う)。

電気伝導率・塩化物イオン濃度=1回 /月
(水質基準等に適合し、水質が安定するまで行う)。

室蘭市・ ノーステクノリサーチ柳に委託。
水質管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

水質測定結果異常時の措置 1月 1回行う、電気伝導率・塩化物イオン濃度が、
前月より濃度等が高い場合には、速やかに地下水全項目を測定する

:水質 (全項目)測定結果、環境基準を超過した場合は、胆振支庁環
境生活課へ報告 (連絡)すると同時に、原因究明に努め、胆振支庁
環境生活課の指導を仰ぐ。

◎殺虫剤 (ト ルネ―ドフロアブル :デ ュポン輸製)等を管理棟に常備する。
蚊 0はえ等の発生防止に努め、施設内外を清潔に維持する。
衛生害虫発生・確認時には、衛生害虫に適した薬剤 (防虫剤)を散
布、鼠・野犬・野鳥等の生息を確認した時は、鼠には殺鼠剤、野大
・野鳥等は追い払い、侵入等の原因を調査し、再発を防止する。
産業廃棄物最終処分場、浸出水貯留池、処理施設浸出水処理施設等
の監 腿 回。
当社職員等により監視・巡視による確認。
2回以上/月 (廃止時まで)。

管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。
殺虫剤カタログ添付

1.管理方法

2.点検内容

3.点検方法
4。 点検頻度
5.記  録
6。 そ の 他
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項  目 維持管理計画 (埋立処分終了後から廃止までの維持管理計画書)

検査方法 :室蘭市 。ノーステクノリサーチ帥に委託。

禁書所電庭葉藁冨薄訴霧薯:lT薔将ちFl贅唐曇纂l塩化物イオ灌度が、
前月より濃度等が高い場合には、速やかに地下水全項目を測定する。

:水質 (全項目)測定結果、環境基準を超過した場合は、胆振支庁環
境生活課へ報告 (連絡)す ると同時に、原因究明に努め、胆振支庁
環境生活課の指導を仰ぐ。

３

４

５

第 1条第 3項
第 6号 関係
[保 有 水]

◎既存の調整池施設を廃止時まで維持・管理する。
○保有水保管施設
1.管理方法 :浮遊塵芥・土砂等の侵入防止・水位等を管理、浮遊塵芥及び土砂等

の侵入・堆積時には、堆積土砂・浮遊塵芥の除去。
:地震時、台風 (降雨)時には水位等を確認、漏水特に気を付けて監
視・巡回を行う。

:調整池が崩壊 (損壊・損傷)す るおそれがあると認められた時には、
浸出液の導 、を中止し、写真撮影等を行い、即、応急措置等必要な
措置を講じ、関係官庁へ報告をし、指導等を仰ぐ。

:調整池崩壊 (損壊・損傷)時には、写真撮影等を行い、浸出液の導
入を中止し、調整池崩壊 (損傷・損傷)部分を直し再発を防_LLす る
と同時に関係官庁べ報告をし、指導等を仰ぐ。

1保有水の水質が、基準に適合の有無確認。
:保有水の水質数値の変動の有無確認。

2.点検内容 :崩壊・遮水シート等の損傷 (亀裂)等の確認。
3.点検方法 :当社職員等により監視・巡視による確認。
4.点検頻度 :2回以上/月 幌 止時まで)。
5。 記  録 :管理記録簿 GJ紙添付)に記載・保管。

○保 有 水
1.管理方法 :保有水の水質力ψF7K基準に適合するように維持管理する。
2.検査項目 :検査項目 (水質検査結果記録簿m2:P17)記 載。
4.検査頻度 :全       項       目=6カ月に1回以上。

PH、 BOD、 COD、 SS、 窒素含有量=3カ月に1回以上。
5。 検査方法 :室蘭市・ ノーステクノリサーチ悌に委託
6.検査項目 :水質検査記録簿 C」紙添付)項目。
7.検査記録 :管理記録簿 OJ紙添付)に記載 。保管。

第 1条第 3項
第 7号 関係

[発 生 ガ ス]

◎通気装置等は廃止時まで維持・管理をする。
1.管理方法 :土砂等による目詰まり等に注意する。

管理方法 :埋立地 (廃ガス管)か らのガス発生 (臭気)等の有無を確認。
:埋立地 (廃ガス管)か らのガス発生量の変動の有無確認。

管理内容 :当社職員等により監視・巡視による確認.

点検方法 :廃ガ不測定調査方法は、自社職員等による測定 (手動による測定)

等 (廃ガス測定計器 :仕様書～別紙カタログ参照)。
点検頻度 :1回以_L/月 (廃lL時 まで)。

点検項目 :廃ガス測定調査項目は、C H4、 C02、 廃ガス量、廃ガス温度、
廃ガス湿度等。

点検記録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

２

３

　

４

５

第 1条第 3項
第 8号 関係

[埋立地内部
温度]

1.管理方法 :埋立地内部とその周辺の温度差を温度計により異常確認。
2.管理内容 :当社職員等より監視・巡視による確認。
3.点検方法 :地中温度測定調査方法は、自社職員等による測定。
4.点検頻度 :1回以上/月 (廃止時まで)。
5。 点検記録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。
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項  目 維持管理計画 鯉 市処分終了後から廃止までの維持管理計画書)

第 1条第 3項
第 9号 関係

第 2条第 3項
第 2号二関係

[開 口音Fの音F

閉鎖 ]

◎埋め立て容量が計画高に達した時点で、開田部から産業廃棄物の飛散 。流出、悪臭
・火災の発生及び雨水の浸透を抑制するため、火山灰等で lm以上の覆土 (均一)

をし、転圧 0締固を行い開口部を閉鎖する。
1.管理方法 :廃_止届出提出後、雨水の浸入・覆土等の流出を防止するため、樹木

を植栽 し、樹木の育成状況を確認する。
:開 口部閉鎖部分に保有水 (雨水等の水たまり)等の確認。
:亀裂・変形の確認.

:地盤沈下の確認、確認時には覆土等適主な措置を行う。
2.管理内容 :当社職員等により監視・巡視による確認。

(沈下等の有無は水準測量等を行う)

3.点検頻度 :2回 /年以上 (廃止時まで)。

4.点検記録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

第 1条第 3項
第11号 関係
[生活環境の

保全 ]

◎大気汚染
1.管理方法 :排ガス等は定期点検を行い、施設周辺の生活環境保全をする。
2.管理内容 :当社職員等により監視 0巡視による確認。
3。 点検頻度 :2回/年以上 (廃止時まで)。

4.点検記録 :管理記録簿 GJ紙添付)に記載 0保管。
◎水質汚濁
1.管理方法 :放流水は定期点検を行い、施設周辺の生活環境保全をする。

:浸出液は定期点検を行い、施設周辺の生活環境保全をする。
:遮水施設等の定期的に監視・巡視を行い、施設周辺の生活環境保全
をする。

2.管理内容 :当社職員等により監視・巡視による確認。
3。 点検頻度 :2回 /月以上 (廃止時まで)。     .
4.点検記録 :管理記録簿 GJ紙添付)に記載 0保管。

◎騒  音  :該当なし
◎振  動   :該当なし

そ  の  他

[第二者立入

禁止施設 ]

◎産業溌業物最終処理場周辺に既設の侵入防止柵 (有刺鉄線付)・ 立入禁止看板があ
り、関係者以外の立ち入りを防止している。

◎産業廃棄物最終処理場入口に既設の間扉 (鋼鉄製・鍵付)があり、関係者以外の立
ち入りを防止している。又、鍵は、経営管理者 (取締役)が持ち、開閉を行う。
1.管理方法 :門扉は、既設の施設をそのまま廃止まで使用、移動等はしない。

:強風・地震 0台風・積雪時等には特に気を付けて巡回を行う。
:門扉傾斜時・崩壊時には、即、立て替えを行い、再発を防ぐ。

点検内容 :門扉の開閉状況 0錠の有無・柵 0立入禁止看板の崩壊等。
点検方法 :当社職員による監視・巡視により確認。
点検頻度 :2回以上/月 (廃止時まで)。

記  録 :管理記録簿 (別紙添付)に記載・保管。

２

３

４

５

そ  の  他
[表示 (立札)

‐
 電晏J屏寺]

◎産業廃棄物最終処理場入口に既設の産業廃棄物最終処理場の表示 (看板)板があり、
廃止まで表示 (看板)板を維持 。管理する。
1.管理方法 :廃止するまで維持・管理する。

:強風・地震・台風・積雪時等には特に気を付けて巡回を行う。
:標示板傾斜時・崩壊時には、即、立て替えを行う。

2.点検内容 :標示板等の傾き・崩壊・遮蔽物の除去等。
3。 点検方法 :当社職員等による監視・巡視により確認。
4.点検頻度 :2回以上/月 (廃止時まで)。
5.記  録 :管理記録簿 σJ紙添付)に記載・保管。

-13-



維持管理計画 (埋立処分終了後から廃止までの維持管理計画書)

産業廃棄物最終処分場廃止確認申請を行い、
後、閉鎖する。

廃止基準に適合していることを確認の
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そ  の  他


